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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 20日 (2006.9.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 可 能 な 複 数 の 組 合 せ に 対 し 、 そ れ ぞ れ に つ い て 記 録
パ ル ス の 位 置 情 報 を 特 定 し た 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 が 予 め 記 録 さ れ て い る 光 デ ィ ス ク か ら 該
記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 読 み 出 し 、 最 適 な 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 で あ っ て 、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 光 デ ィ ス ク 上 に 試 し 書 き を 行 い 、
　 さ ら に 、 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ に 対 す る 位 置 情 報
に 一 律 に 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 一 律 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 複 数 の 試
し 書 き を 行 い 、
　 す べ て の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 各 ジ ッ タ を 検 出 し 、 各 ジ ッ タ を 比 較 し 、
ジ ッ タ が 少 な い 試 し 書 き に 用 い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 第 １ の 試 し 書 き を 行 い 、
　 第 １ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 １ ジ ッ タ を 検 出 し 、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ に 対 す る 位 置 情 報 に 一 律 に
所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 一 律 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 第 ２ の 試 し 書 き を
行 い 、
　 第 ２ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 ２ ジ ッ タ を 検 出 し 、
　 第 １ ジ ッ タ と 第 ２ ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 方 の 試 し 書 き に 用 い た 位 置
情 報 を 選 択 す る 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】 マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 可 能 な 複 数 の 組 合 せ に 対 し 、 そ れ ぞ れ に つ い て 記 録
パ ル ス の 位 置 情 報 を 特 定 し た 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 が 予 め 記 録 さ れ て い る 光 デ ィ ス ク か ら 該
記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 読 み 出 し 、 最 適 な 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 で あ っ て 、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 光 デ ィ ス ク 上 に 試 し 書 き を 行 い 、
　 さ ら に 、 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ の 内 、 少 な く と も
一 つ の 組 合 せ に 対 す る 位 置 情 報 に 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ
ィ ス ク 上 に 複 数 の 試 し 書 き を 行 い 、
　 す べ て の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 各 ジ ッ タ を 検 出 し 、 各 ジ ッ タ を 比 較 し 、
ジ ッ タ が 少 な い 試 し 書 き に 用 い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
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前 記 所 定 量 が 前 記 複 数 の 試 し 書 き ご と に 異 な る 、 請 求 項 １ 記 載 の 記 録 パ ル ス
条 件 を 求 め る 方 法 。
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請 求 項 １ 記 載 の

前 記

前 記 所 定 量 が 前 記 複 数 の 試 し 書 き ご と に 異 な る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 記 録 パ ル ス
条 件 を 求 め る 方 法 。



【 請 求 項 ６ 】 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 第 １ の 試 し 書 き を 行 い 、
　 第 １ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 １ ジ ッ タ を 検 出 し 、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ の 内 、 少 な く と も 一 つ の 組
合 せ に 対 す る 位 置 情 報 に 第 １ 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ ス
ク 上 に 第 ２ の 試 し 書 き を 行 い 、
　 第 ２ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 ２ ジ ッ タ を 検 出 し 、
　 第 １ ジ ッ タ と 第 ２ ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 方 の 試 し 書 き に 用 い た 位 置
情 報 を 選 択 す る 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】 選 択 し た 第 １ の 位 置 情 報 と 、 別 の 選 択 し た 第 ２ の 位 置 情 報 が あ る 場 合 、 ２ つ
の 間 に あ る 位 置 情 報 は 、 第 １ の 位 置 情 報 と ， 第 ２ の 位 置 情 報 の 補 間 に よ り 求 め る 請 求 項 ４
記 載 の 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】 マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 可 能 な 複 数 の 組 合 せ に 対 し 、 そ れ ぞ れ に つ い て 記 録
パ ル ス の 位 置 情 報 を 特 定 し た 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 が 予 め 記 録 さ れ て い る 光 デ ィ ス ク か ら 該
記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 読 み 出 し 、 最 適 な 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ て
、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い デ ィ ス ク 上 に 試 し 書 き を 行 い 、
　 さ ら に 、 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ に 対 す る 位 置 情 報
に 一 律 に 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 一 律 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 複 数 の 試
し 書 き を 行 う 試 し 書 き 手 段 と 、
　 す べ て の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 各 ジ ッ タ を 検 出 す る ジ ッ タ 検 出 手 段 と 、
　 前 記 各 ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 試 し 書 き に 用 い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 選 択 手 段

を 有 す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 第 １ の 試 し 書 き を 行 う 試
し 書 き 手 段 と 、
　 第 １ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 １ ジ ッ タ を 検 出 す る ジ ッ タ 検 出 手 段 と を
有 し 、
　 試 し 書 き 手 段 は 、 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ に 対
す る 位 置 情 報 に 一 律 に 第 １ 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 一 律 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ
ス ク 上 に 第 ２ の 試 し 書 き を 行 い 、
　 ジ ッ タ 検 出 手 段 は 、 第 ２ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 ２ ジ ッ タ を 検 出
し 、
　 さ ら に 、 第 １ ジ ッ タ と 第 ２ ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 方 の 試 し 書 き に 用
い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 選 択 手 段
を 有 す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】 マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 可 能 な 複 数 の 組 合 せ に 対 し 、 そ れ ぞ れ に つ い て 記
録 パ ル ス の 位 置 情 報 を 特 定 し た 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 が 予 め 記 録 さ れ て い る 光 デ ィ ス ク か ら
該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 読 み 出 し 、 最 適 な 記 録 パ ル ス 条 件 を 求 め る 光 デ ィ ス ク 装 置 で あ っ
て 、
　 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 試 し 書 き を 行 い 、 さ ら に 、 該 記 録 パ ル
ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ の 内 、 少 な く と も 一 つ の 組 合 せ に 対 す る
位 置 情 報 に 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 複 数 の 試 し
書 き を 行 う 試 し 書 き 手 段 と 、
　 す べ て の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 各 ジ ッ タ を 検 出 す る ジ ッ タ 検 出 手 段 と 、
　 前 記 各 ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 試 し 書 き に 用 い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 選 択 手 段

を 有 す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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請 求 項 ４ 記 載 の
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前 記 所 定 量 が 前 記 複 数 の 試 し 書 き ご と に 異 な る 、 請 求 項 ８ 記 載 の 光 デ ィ ス ク
装 置 。
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請 求 項 ８ 記 載 の

と

前 記 所 定 量 が 前 記 複 数 の 試 し 書 き ご と に 異 な る 、 請 求 項 １ １ 記 載 の 光 デ ィ



【 請 求 項 １ ３ 】 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 を 用 い て 、 光 デ ィ ス ク 上 に 第 １ の 試 し 書 き を 行 う 試
し 書 き 手 段 と 、
　 第 １ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 １ ジ ッ タ を 検 出 す る ジ ッ タ 検 出 手 段 と を
有 し 、
　 試 し 書 き 手 段 は 、 該 記 録 パ ル ス 標 準 条 件 に あ る マ ー ク 長 と ス ペ ー ス 長 の 組 合 せ に 対
す る 位 置 情 報 に 一 律 に 第 １ 所 定 量 の 変 化 を 加 え 、 一 律 変 化 し た 位 置 情 報 を 用 い て 、 光 デ ィ
ス ク 上 に 第 ２ の 試 し 書 き を 行 い 、
　 ジ ッ タ 検 出 手 段 は 、 第 ２ の 試 し 書 き を 再 生 し 、 再 生 信 号 か ら 第 ２ ジ ッ タ を 検 出
し 、
　 さ ら に 、 第 １ ジ ッ タ と 第 ２ ジ ッ タ を 比 較 し 、 ジ ッ タ が 少 な い 方 の 試 し 書 き に 用
い た 位 置 情 報 を 選 択 す る 選 択 手 段
を 有 す る 光 デ ィ ス ク 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】 選 択 し た 第 １ の 位 置 情 報 と 、 別 の 選 択 し た 第 ２ の 位 置 情 報 が あ る 場 合 、 ２
つ の 組 合 せ の 間 に あ る 位 置 情 報 は 、 第 １ の 位 置 情 報 と ， 第 ２ の 位 置 情 報 の 補 間 に よ り 求 め
る 請 求 項 １ １ 記 載 の 光 デ ィ ス ク 装 置 。
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ス ク 装 置 。
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請 求 項 １ １ 記 載 の
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